
新型コロナウイルスワクチン接種の
クーポン券を順次郵送します

　市では、越谷市医師会など関係機関と連携し、安心してワクチン
を接種していただけるよう準備を進めています。
　現在、国からのワクチン供給スケジュールが未確定のため、準備
が整いしだい、対象の方に順次クーポン券を郵送します。ワクチン
接種には、事前予約が必要です。

∫新型コロナウイルスワクチン接種対策室(保健センター内)☎972－5538(８:30～17:15。土曜・日曜日、祝日を除く)

ワクチン接種について

●接種費用　無料
●接種回数　２回
●接種会場　個別接種または集団接種

個別接種会場

インターネット予約

予約システムから予約
現在整備中

電話予約
越谷市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター

クーポン券・予診票
本人確認ができる書類
（運転免許証または保険証など）

☎0570－042－666
平　日　10:00～19:00
土日祝　９:00～17:00

予約方法

持ち物（毎回必要）：

ワクチン接種に関する相談窓口

埼玉県専門相談窓口
☎0570－033－226
24時間受け付け

緊急事態宣言解除後のリバウンド（感染再拡大）を防ぐため

感染防止対策の徹底をお願いします

●クーポン券が届いたら下記のいずれかで予約
※いずれの会場も要予約

市内実施医療機関
（かかりつけ医等）

集団接種会場
サンシティ（コミュニティセンター）
老人福祉センター
地区センター
北部市民会館

副反応等についての専門的な相談 ワクチン接種について

　老人福祉センター（市民プール、トレーニングルームを含む）４館は、ワクチン接種会場として利用予定でしたが、ワクチン供給の遅れ
により、４月は開館します。ワクチン接種に伴う休館については、改めてお知らせします。

（　　　　　　　 ）桜井・増林・荻島・蒲生
新方・出羽・大相模

越谷市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター
☎0570－042－666
平　日　10:00～19:00
土日祝　９:00～17:00

（ファイザー社製ワクチンは３週間の間隔をあける）

3密回避消毒換気の
徹底

マスク・
手洗い

令和３年３月29日現在
お問い合わせは越谷市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターへ

※基礎疾患をお持ちの方とは

ワクチン接種対象者優先順位

接種時期

５月以降

ワクチン
供給量等
を踏まえ
て順次

クーポン券
送付時期対象者優先

順位

65歳以上1

2

3

4

5

65歳未満で基礎疾患をお持ちの方　※

高齢者施設等の従事者

60歳～64歳の方

上記以外の方（満16歳以上）

４月中旬以降

５月以降
順次（昭和32年４月２日～

37年４月１日に生まれた方）

１．以下の病気や状態の方で、通院・入院している方

２．基準（BMI  ３０以上）を満たす肥満の方

慢性の疾患　≪呼吸器、心臓病（高血圧を含む）、腎臓病、肝臓病（肝硬変等≫
糖尿病
血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）
ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
神経疾患や神経筋疾患により身体機能が衰えた状態（呼吸障害等）
染色体異常
重症心身障害
睡眠時無呼吸症候群
重い精神疾患や知的障害

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

BMI ＝ 体重（kg）÷ 身長（ｍ）÷ 身長（ｍ）

＊現在、何らかの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、
かかりつけ医等と相談のうえ、接種をご検討ください
＊ワクチンの供給状況によっては、接種会場や接種時期などが変更となる
場合があります

＊予約開始日については、広報こしがや５月号でお知らせします

（昭和32年(1957年)４月１日以前に生まれた方）

広 報

発行／越谷市　〠343-8501　埼玉県越谷市越ヶ谷4-2-1　☎048－964－2111（代表）　D048－965－6433
https：//www.city.koshigaya.saitama.jp/  ＊広報紙は市ホームページからもご覧になれます  編集／広報シティプロモーション課

月号
No.1412
令和3年（2021年）
4月1日発行4

@citykoshigaya @citykoshigaya
市政・防災情報をメール配信
越谷cityメール配信サービス

この広報紙は再生紙を
使用しています

　新型コロナウイルスの感染拡大を防
止するため、催し等の内容に変更が生
じる場合があります。催し等の中止に
ついて、詳しくは12面をご覧くださ
い。かぜのような症状がある場合は催
し等への参加をお控えください。参加
時はマスクの着用および手洗い・消毒
をお願いします。

　緊急事態宣言が解除となりましたが、埼玉県知事からは段階的な緩和措
置として、４月21日までは、これまでと同様に不要不急の外出自粛、県境
をまたぐ移動の自粛、飲食店等における午後９時までの営業時間短縮及び
午後９時以降の利用の回避等のお願いがありました。
　本市の新型コロナウイルスの感染者数は、再び増加の兆候が見られるこ
とから、医療提供体制を維持し、ご自身や大切なご家族などの健康を守る
ために、ここで感染の再拡大を何としても食い止めなければなりません。
　市民の皆様には、３つの密（密閉、密集、密接）の回避など、基本的な
感染症対策の徹底をあらためてお願いいたします。
　また、ワクチン接種については、国からの情報提供に基づいて、市民の
皆様が安全で安心して接種していただくことができるよう準備を進めてお
りますので、ワクチン接種につきましても、ご協力をいただきますよう重
ねてお願いいたします。


